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野菜の栽培は、作柄が天候の影響を受けやすく、そのため市場価格も 

変動しやすいという特徴があります。 
この不安定要素を軽減するため、独立行政法人農畜産業振興機構(以下、 

機構)が野菜の価格低落時に生産者に補給金を交付する指定野菜価格安定対
策事業を実施しています。 
以下、その概略を説明します。 

●指定野菜価格安定対策事業とは 

生産者、道府県、国が積み立てた資金を財源として、販売した野菜の 

平均販売価額が平均価格の90%(保証基準額)を下回った場合、※保証基準額 

と※平均販売価額との差額を補てんする事業です。 

※保証基準額・・平均価格(過年度における市場平均価格)の 90% 

※平均販売価額・・機構が定める卸売市場等に出荷された指定野菜の卸売価格を平均した価格 

●事業の加入要件 

指定産地であり、 

・農協、事業協同組合およびその連合会 

又は 

・対象野菜の作付面積が概ね 2ha以上の生産者 
 
※事業加入には、機構への登録手続きが必要になります。 

●対象野菜 

農水大臣が指定した産地(指定産地)で生産された野菜のみ対象となります。 

指定産地外の地域で生産した野菜は対象となりません。 
 

指定野菜・・・キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、たまねぎ 

トマト、なす、ねぎ、にんじん、はくさい、ばれいしょ 

ピーマン、ほうれんそう、レタス 
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●新潟県の指定産地 

種類 産地名 産地区域 

夏秋きゅうり にいがた 

 

新潟市全域 

冬春きゅうり 新潟市南 新潟市南区 

秋冬さといも にいがた東 新潟市秋葉区、五泉市全域 

秋冬だいこん にいがた 新潟市全域 

冬春トマト にいがた 新潟市全域 

夏秋なす 新潟市北 新潟市北区 

春夏にんじん にいがた北 新潟市全域、新発田市全域、胎内市全域、聖篭町全域 

冬にんじん にいがた北 新潟市全域、新発田市全域、胎内市全域、聖篭町全域 

夏ねぎ 

 

にいがた 新潟市全域 

秋冬ねぎ 

 

新潟北部砂丘 新発田市全域、村上市全域、胎内市全域、聖篭町全域、関川村全域 

 
秋冬ねぎ にいがた 新潟市全域 

 

●出荷先は？ 

実施主体である機構が定める以下の市場に出荷し対象野菜のみが対象となりま
す。 

① 全国の中央卸売市場(49市場、卸売会社 71社) 

②全国の地方卸売市場(157市場、卸売会社 184社) 

③ＪＡ全農青果センター(3施設) 

※括弧内の市場数、卸売会社数は平成 31年 3月 31日現在のもの 

 
 
●資金の負担割合は？ 
 

【基本割合】 

国：県：生産者＝６：２：２ 

※本事業は保険の仕組みによる掛け金(負担金)の掛け捨て制度ではありません。 

※一部の対象野菜については、生産者、道府県の負担を軽減する措置を講じています。  

⇒キャベツ、たまねぎ、秋冬だいこん、秋冬はくさいは、1.75：1.75：6.5  
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対象野菜の計画的な出荷(供給計画)の貢献度に応じて、 

保証基準額と平均販売価額との差額の最大 90%を補てんします。 

 

●どれくらい補てんされるの？ 

 
 

 

 

 

【例】『夏だいこん』の補てん対象数量が『100t』の場合 

    保証基準額と平均販売価額との差額：12 円/kg 
 

※交付予約数量および供給計画数量ともに 100ｔとする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特別補給交付金等とは、計画出荷を達成した場合に 

10%上乗せされる加算金です。ただし、事前の申し込みが必要です。 

上記例の場合、120千円が加算されます。 

  

 

 

・平成 31 年 1 月から開始された収入保険と本事業は、同時利用できません。 

・本事業を利用するか、収入保険に加入するかは個人の判断で自由に選択 

できます。 

 

最後に… 

園芸生産拡大にかかる経営リスクを軽減するために、指定野菜価格安定制度 

を積極的に活用してください。 

ＪＡ全農にいがたでは、平均販売価額の算定や本県の交付金交付等に関わる

業務を行っております。今後も引き続き、本事業およびその他支援策を通じ、

園芸振興に向けた支援を行っていきます。 

（園芸部 園芸振興課） 

ご注意ください。 

540千円 

1,080 
千円 

※特別補給 
交付金等 

180t出荷 

●計画どおり出荷した場合 

100ｔ(交付予約数量)×10.8円/kg(差額×補てん率９０％) 
×1.0(交付率 100%)＝ 

●計画数量と乖離がある場合 

100ｔ×10.8円/kg×0.5＝ 

100t出荷 
補てん対象数量の上限数量は
交付予約数量となる。 
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